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１ アクションプランの概要 

（１）策定の目的（本編 P.1） 

 少子高齢化の進行による人口減少、脱炭素化、デジタル化など、社会を取り巻く環境が急速に

変化する中、自治体における産業政策は、これまで以上に柔軟かつ戦略的な対応が求められてい

ます。 

 これまで本市では、平成２７年に袖ケ浦市産業振興ビジョン及びアクションプランを策定し、

産業分野の施策を体系的に整理し、市内の農業、工業、商業、観光業及び横断的な産業振興施策

の推進に努めてきました。しかし、これまでの計画は袖ケ浦市総合計画（実施計画）と連携する

中で、事業内容の重複や、社会環境の変化に合わせた施策の展開が求められることから、前産業

振興ビジョンの計画期間終了に伴い計画体系の見直しについても検討しました。 

 検討を踏まえ、袖ケ浦市産業振興ビジョン及びアクションプランを袖ケ浦市産業振興アクショ

ンプランとして再編し、袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）における、産業振興に係る取組を位

置づけ社会変化に対応する「実行計画」とし産業振興を図ります。 

本アクションプランでは、後期基本計画における施策の方向性に基づく取組を実施計画事業及

び試行的取組と位置づけ、本市が有するポテンシャルを最大限に活かした事業展開により、地域

経済の発展を目指すとともに、事業者、市民、産業団体、行政などが連携して、目指すべき方向

性を共有していきます。 

（２）計画期間（本編 P.1） 

袖ケ浦市総合計画第３期実施計画と整合を図るため、本アクションプランの計画期間は令和８

年度から令和１０年度までの３年間とします。 

≪図１≫計画期間 
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（３）アクションプランの位置付け（本編 P.２） 

ア 産業振興アクションプランの体系 

産業振興アクションプランは、市の最上位計画で

ある袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）における産

業分野の実行計画として、農業、商工業及び観光業

の各分野における目標を達成するため、実施計画事

業及び財政措置を伴わず既存の予算において対応

可能な取組や次期実施計画において事業化を見込

む取組を試行的取組と定め、必要に応じ各分野の範

囲にとらわれない組織・分野横断的な取組を位置づ

け本市産業の振興を推進します。 

また、基本的な考え方や方向性を示す「産業振興

ビジョン」と産業振興のための取組内容や具体的な

事業を取りまとめた「アクションプラン」を統合し、

「産業振興アクションプラン」として策定します。 

なお、産業振興に係る進行管理や事業評価につい

ては実施計画と整合を図るとともに、施策効果の検

証や見直しを適宜行いながら各取組を推進します。 

 

イ 位置づけ 

 産業振興アクションプランの策定においては、袖ケ浦市総合計画等の市の各計画をはじめとし

て、各種関連計画との整合性を確保しつつ、国や県の産業振興施策にも配意します。 

≪図３≫計画の位置付け 

 

≪図２≫総合計画との関係 
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（４）アクションプランの推進体制（本編 P.３～４） 

ア 計画の推進体制 

（ア） 事業者・産業団体・市民及び行政が連携した取組の推進 

産業団体、市民、行政などの関係主体が目標を共有し、各主体がそれぞれの役割のもと、相互

の連携による取組を推進していきます。 

（イ） 袖ケ浦市産業振興懇談会における意見交換、情報共有 

事業者、産業団体、行政などが意見交換を行うことのできる場として、「袖ケ浦市産業振興懇

談会」を設置し、意見交換・情報共有、そして産業振興施策の推進にあたっての問題点・課題の

共有、事業の連携・調整などを行います。 

 

≪図４≫推進体制 
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２ 前ビジョン及び後期アクションプランの評価（本編 P.５～１９） 

（１）農業  

認定農業者数や新規就農者数が目標を達成するなど、農業経営体制の強化が進むとともに、農

畜産物直売所「ゆりの里」等を通じた地産地消の取組が行われました。一方で、耕作放棄地の解

消が目標に届かず、農地保全活動の維持が課題となっています。 

 

（２）工業  

製造品出荷額等や中小企業資金融資貸付件数が目標を大きく上回り、市内経済を牽引する安定

した推移となりました。立地企業等との良好な関係を維持し、産業基盤の強化を図りました。今

後は、カーボンニュートラルへの対応や、ＤＸの推進、労働力不足への対応といった社会環境の

変化に適応していくことが求められています。 

 

（３）商業 

創業件数や中小企業資金融資貸付件数が目標を達成し、創業支援や資金繰り支援に成果が見ら

れました。しかし、市民の商業環境の満足度は目標を下回り低調に推移しています。消費行動や

人流の変化への対応など、個店の魅力向上と商店街の活性化が課題です。 

 

（４）観光業  

年間観光入込客数がコロナ禍以前の水準を超えるなど、本市の魅力発信に成果が見られ、観光

協会と連携した情報発信や、イベントの実施により交流人口の拡大が図られました。市内回遊性

の向上や、デジタルデータを活用した戦略的なプロモーションが課題となっています。 

 

（５）横断的な産業振興施策  

異業種連携による新商品造成件数が目標を達成するなど、分野横断的な連携による新たな価値

の創出に取り組みました。引き続き、分野の枠を超えた連携を強化し、地域経済の活性化を図る

必要があります。 
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３ 産業振興アクションプランの将来像・施策の体系 

（１）本市産業の将来像（本編 P.２０） 

 アクションプランの各取組の推進により、事業者、関係団体、行政が相互に協力・連携して目

指す、本市産業の将来像を次のように定めるとともに、将来像実現のため産業別の目標を定めま

す。 

 

◆将来像 

産業が調和したにぎわいと活力のあるまち袖ケ浦 

 本市の有する資源を活用し、農業、商工業、観光業の一体的な連携のもと、産業構造のバ

ランスを保ちながら地域経済の活性化を推進し、にぎわいと活力のあるまちを目指します。 
 

 

 

農業の目標  商工業の目標 

恵まれた自然環境を活かし未来を拓く 

農業のまち 

 
産業を先導し活力あふれる商工業のまち 

 

観光業の目標 

人を惹きつける魅力あふれる観光のまち 
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（２）アクションプランの施策体系（本編 P.２１） 

 アクションプランは、本市産業の将来像である「産業が調和したにぎわいと活力あるまち袖ケ

浦」の実現を目指すとともに、袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）において示されている施策の

方向性を実現するための目標と施策を分野別に設定し取組を推進します。 

袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）  袖ケ浦市産業振興アクションプラン 

分野 施策の方向性  目標 施策  取組 

Ⅰ 農業 

（１）農業経営体制の強化 ▶ 
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
を
活
か
し

未
来
を
拓
く
農
業
の
ま
ち 

a 農業経営安定化の支援  

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン 

b 生産性の向上に向けた支援  

c 農業振興地域整備計画の見直し  

（２）農地環境対策の推進 ▶ 
a 農地環境保全に向けた支援  

b 地域との協働による農作物被害の軽減  

（３）高付加価値農業の推進 ▶ a 付加価値の高い農畜産物の生産支援  

（４）農業とふれあう機会の拡大 ▶ 
a グリーンツーリズムの推進  

b 地産地消の取組推進  

       

Ⅱ 商工業 

（１）活力ある商業の推進 ▶ 
産
業
を
先
導
し
活
力
あ
ふ
れ
る
商
工
業
の
ま
ち 

a 駅前周辺の魅力向上とにぎわい創出  

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン 

b 商店会持続化への取組支援  

c 地域資源を活かしたブランド化  

（２）力強い工業の推進 ▶ 

a 企業ニーズに基づく側面的支援の継続  

b 脱炭素化促進と成長市場への進出支援  

c 企業人材の確保  

（３）中小企業の支援 ▶ 

a 経営安定化・創業の支援  

b 事業承継・事業継続の支援  

c ＤＸ化の支援  

（４）雇用の促進と人材確保 ▶ a 市内事業者の人材確保の支援  

（５）就業機会の拡大 ▶ a 関係機関と連携した就労促進  

（６）就労環境の充実 ▶ a 関係機関と連携した就労環境改善  

       

Ⅲ 観光業 

（１）観光振興に向けた体制づくり ▶ 人
を
惹
き
つ
け
る
魅
力

あ
ふ
れ
る
観
光
の
ま
ち 

a 袖ケ浦市観光協会活動支援  ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン 

（２）観光地としての魅力づくり ▶ 

a 広域連携の強化  

b 市内の観光スポットや店舗を巡る取組  

（３）観光情報の発信・充実 ▶ a デジタル媒体や集客施設での観光ＰＲ  

 

産業が調和したにぎわいと活力のあるまち袖ケ浦 
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（３）取組の方向性（本編 P.２２） 

本アクションプランにおける各事業について、取組区分を以下の３つに分類し取組を推進して

いきます。 

ア 実施計画事業（実施計画） 

 実施計画事業は、袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）に定める施策を実現するために必要な

事業で、実施計画に位置付けられた取組。 

イ 試行的取組 

 将来を見据えた取組として、社会情勢の急速な変化や新たな課題に対し、調査・研究を行い

将来的な実施計画事業への移行を見据え、手法の検討や事業効果の検証を行う取組、又は現時

点では財政負担を伴わず、事業者・関係団体等との連携により実施できる取組。 

≪図５≫試行的取組のイメージ 

 

ウ 事業改善 

 既に実施している事業において、手法の変更や軽微な見直し、工夫による改善を行い更なる

推進を図る取組。 

（４）事業数及び取組件数（本編 P.２２） 

本アクションプランにおける事業数は２８事業で、各分野別における事業及び取組数は次のと

おりです。 

【分野別の事業数及び取組数】 

分野 事業数(事業) 取組数（件） 
取組区分別件数 

実施計画 試行的取組 事業改善 

農業 ８ ２７ ２５ ２ ０ 

商工業 １５ ４０ ２４ ８ ８ 

観光業 ５ １３ ９ ２ ２ 

全体 ２８ ８０ ５８ １２ １０ 

試行的取組に位置づけ

取組に基づく検討等

次期実施計画での事業化
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４ 産業別のアクションプラン 

 総合計画（後期基本計画）における分野別の「施策の方向性」に基づき、本アクションプラン

に袖ケ浦市総合計画第３期実施計画における事務事業を位置付け戦略的に産業振興を推進する

とともに、併せて試行的取組を位置づけ、取組の推進にあたっては必要に応じて組織・分野横断

的に事業展開を図ります。 

＜農業＞（本編 P.２３～３５） 

（１）農業経営体制の強化 

 

 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

担い手育成・支援 

対策事業 

認定農業者の認定・更新 a 
実施 

計画 
〇 

地域計画策定推進 a 
実施 

計画 
〇 

農地中間管理事業など農地利用集積の推進 b 
実施 

計画 
〇 

耕作放棄対策 b 
実施 

計画 
〇 

農業振興地域整備計画改定 c 
実施 

計画 
 

民間企業のノウハウを活用した耕作放棄地再生 b 
試行的 

取組 
〇 

農業後継者 

育成事業 

新規就農者育成事業補助の実施 a 
実施 

計画 
〇 

新規就農者育成総合対策事業等の支援制度のＰＲと

活用 
a 

実施 

計画 
〇 

農業関係機関との情報共有や就農相談 a 
実施 

計画 
〇 

県営経営体育成 

基盤整備事業 
大鳥居地区・武田川下流地区 a・ｂ 

実施 

計画 
〇 

土地改良推進事業 野里大和田地区 a・ｂ 
実施 

計画 
〇 

 

施策－a 農業経営安定化の支援 

施策－b 生産性の向上に向けた支援 

施策－c 農業振興地域整備計画の見直し 
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（２）農地環境対策の推進 

 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

有害鳥獣駆除事業 
 

有害鳥獣の駆除実施 a 
実施 

計画 
〇 

鳥獣被害対策実施隊による捕獲檻の点検・管理等の

実施 
a 

実施 

計画 
  

防護柵設置に関する補助の実施 a 
実施 

計画 
  

有害鳥獣に関する講習会の実施 b 
実施 

計画 
  

ＩＣＴ機器の活用の研究 b 
実施 

計画 
 

民間企業との協働によるジビエ活用の研究 b 
試行的

取組 
〇 

多面的機能支払交

付金事業 

多面的機能支払交付金活動の実施 a 
実施 

計画 
  

活動支援金の交付 a 
実施 

計画 
  

（３）高付加価値農業の推進 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

農畜産物の魅力 

向上事業 

イベント等におけるＰＲ活動 a 
実施 

計画 
  

関係機関と連携した生産者への技術研修・試験栽培

等を実施 
a 

実施 

計画 
○ 

  

施策－a 農地保全に向けた支援 

施策－b 地域との協働による農作物被害の軽減 

施策－a 付加価値の高い農畜産物の生産支援 
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（４）農業とふれあう機会の拡大 

 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

観光・直売型農業

推進費 

収穫体験機会の拡大 a 
実施 

計画 
〇 

地元農産物の販売拡大 b 
実施 

計画 
〇 

観光施設と集客拡大の連携 a 
実施 

計画 
〇 

田園空間施設維持

管理事業 

田んぼの学校（公募家族、小学生） a 
実施 

計画 
○ 

収穫体験（幼稚園、保育園・保育所） a 
実施 

計画 
○ 

各種イベント a 
実施 

計画 
〇 

 

  

施策－a グリーンツーリズムの推進 

施策－b 地産地消の取組推進 
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＜商工業＞（本編 P.３６～４９） 

（１）活力のある商業の推進 

 

 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

商店街魅力 

向上事業 

商店街共同施設整備補助金交付 a・b 
実施 

計画 
  

商工会活動の支援 c 
実施 

計画 
〇 

商工会が行う市民交流活動への支援 a・b 
実施 

計画 
〇 

ＳＮＳ等を活用したイベントの周知 c 
実施 

計画 
  

個店の魅力 

向上事業 

個店のリブランディング策の調査研究 a・b 
試行的

取組 
〇 

データ活用策の調査・研究 a・b 
試行的

取組 
  

子育て世代に優しい取組の検討 a 
事業 

改善 
  

特産推奨品の販促・認定 c 
事業 

改善 
〇 

良品開発プロジェクト商品の販促 c 
事業 

改善 
〇 

小規模事業者向け

のＳＮＳ活用 
商工会と連携した情報提供の検討 c 

試行的

取組 
〇 

  

施策－a 駅前周辺の魅力向上とにぎわい創出 

施策－b 商店会持続化への取組支援 

施策－c 地域資源を活かしたブランド化 
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（２）力強い工業の推進 

 

 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

企業等振興 

支援事業 

県・近隣自治体と連携した側面的支援 a 
実施 

計画 
〇 

企業振興条例・椎の森工業団地企業立地促進条例に

基づく奨励制度の運用 
a 

実施 

計画 
  

企業振興条例改正準備 a 
実施 

計画 
  

企業訪問・面談 a 
実施 

計画 
  

カーボンニュートラルに向けた取組への支援 b 
実施 

計画 
  

工場敷地外緑地制度の運用 b 
実施 

計画 
  

工場連絡会の運営 a 
実施 

計画 
  

企業誘致の促進 産業用地のマッチングの推進と環境整備 a 
事業 

改善 
〇 

企業人材の確保 

小中高生向けの市内立地企業による産業教育の振興 c 
試行的

取組 
〇 

高校生を対象とした合同会社説明会等の開催 c 
実施 

計画 
〇 

一般向け合同会社説明会の開催 c 
実施 

計画 
〇 

  

施策－a 企業ニーズに基づく側面的支援の継続 

施策－b 脱炭素化促進と成長市場への進出支援 

施策－c 企業人材の確保 
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（３）中小企業の支援 

 

 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

中小企業支援事業 

融資・利子補給制度の運用 a 
実施 

計画 
  

事業承継・事業継続及びＤＸに関するセミナーの開

催 
b・c 

実施 

計画 
〇 

企業訪問・面談 a 
実施 

計画 
  

創業支援事業 

創業支援等事業計画に基づく支援の実施 a 
事業 

改善 
  

創業者に対する新たな取組の検討 a 
実施 

計画 
  

事業継続支援事業 

セミナー開催支援 b 
試行的

取組 
  

ＢＣＰ策定支援 b 
試行的

取組 
○ 

副業・兼業 

マッチング支援 
事例研究・プラットフォームの構築検討 a 

試行的

取組 
  

（４）雇用の促進と人材確保 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

雇用促進事業 

高校生を対象とした合同会社説明会等の開催（再掲） a 
実施 

計画 
〇 

一般向け合同会社説明会の開催（再掲） a 
実施 

計画 
〇 

外国人雇用に関する情報提供 a 
実施 

計画 
  

事業者が実施する企業説明会等の開催支援 a 
事業 

改善 
〇 

若い世代の人材確保に向けた助成 a 
実施 

計画 
  

企業人材の確保 
小中高生向けの市内立地企業による産業教育の振興

（再掲） 
a 

試行的

取組 
〇 

施策－a 経営安定化・創業の支援 

施策－b 事業承継・事業継続の支援 

施策－c ＤＸ化の支援 

施策－a 市内事業者の人材確保の支援 
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（５）就業機会の拡大 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

就労支援事業 

関係機関と連携した若者向け・女性向け・中高年向

け就労支援セミナーの開催 
a 

実施 

計画 
  

ニート引きこもり等の就業的自立相談支援機関の周

知 
a 

実施 

計画 
  

ハローワーク求人情報の提供 a 
実施 

計画 
  

（６）就労環境の充実 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

仕事と家庭の両立

に関する意識啓発 
ワークライフバランスに関する意識啓発・情報提供 a 

事業 

改善 
  

多様な働き方の 

支援 
多様な働き方に関する情報提供 a 

事業 

改善 
  

  

施策－a 関係機関と連携した就労促進 

施策－a 関係機関と連携した就労環境改善 
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＜観光業＞（本編 P.５０～５６） 

（１）観光振興に向けた体制づくり 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

（一社）袖ケ浦市

観光協会活動支援

事業 

観光協会への補助金交付 a 
実施 

計画 
  

観光協会運営の支援 a 
実施 

計画 
 

観光協会事業活動の周知 a 
実施 

計画 
  

安定的な組織運営に向けた検討 a 
試行的

取組 
〇 

（２）観光地としての魅力づくり 

 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

観光・直売型農業

推進費 

収穫体験機会の拡大 b 
実施 

計画 
〇 

地元農産物の販売拡大 b 
実施 

計画 
〇 

観光施設と集客拡大の連携 b 
実施 

計画 
〇 

近隣市との観光広

域連携推進事業 
広域的な地域回遊性を高める取組の検討・支援 a 

実施 

計画 
〇 

地域回遊促進事業 

季節に応じたイベント開催の支援 b 
実施 

計画 
〇 

新たな市内周遊コースの企画検討 b 
事業 

改善 
 

農業・工業・地域団体との協働事業の検討 b 
実施 

計画 
〇 

 

 

 

施策－a （一社）袖ケ浦市観光協会活動支援 

施策－a 広域連携の強化 

施策－b 市内の観光スポットや店舗を巡る取組 



16 

 

（３）観光情報の発信・充実 

 

事業名 事業概要 
対応 

施策 

取組 

区分 

組織・分野 

横断的取組 

情報発信事業 

観光協会と連携した観光情報の発信 a 
事業 

改善 
〇 

戦略的な情報発信の検討・実践 a 
試行的

取組 
〇 

 

 

施策－a デジタル媒体や集客施設での観光ＰＲ 
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